
○
総
務
省
令
第
三
十
三
号 

　

地
方
公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ
ム
の
標
準
化
に
関
す
る
法
律
（
令
和
三
年
法
律
第
四
十
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き

、
地
方
公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ
ム
の
標
準
化
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
標
準
化
対
象
事
務
を
定
め
る
政
令
第

五
号
に
規
定
す
る
事
務
の
処
理
に
係
る
シ
ス
テ
ム
に
必
要
と
さ
れ
る
機
能
等
に
関
す
る
標
準
化
基
準
を
定
め
る
省
令
を
次
の
よ

う
に
定
め
る
。 

 

　
　

令
和
八
年
三
月
二
十
五
日

 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

総
務
大
臣　

林　
　

芳
正　
　

　
　
　

地
方
公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ
ム
の
標
準
化
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
標
準
化
対
象
事
務
を
定
め
る
政

　
　
　

令
第
五
号
に
規
定
す
る
事
務
の
処
理
に
係
る
シ
ス
テ
ム
に
必
要
と
さ
れ
る
機
能
等
に
関
す
る
標
準
化
基
準
を
定
め
る
省

　
　
　

令 

 

　

（
趣
旨
）

第
一
条　

こ
の
省
令
は
、
地
方
公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ
ム
の
標
準
化
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
六
条
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
き
、
地
方
公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ
ム
（
法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
地
方
公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ
ム
を



い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
う
ち
、
地
方
公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ
ム
の
標
準
化
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
標

準
化
対
象
事
務
を
定
め
る
政
令
（
令
和
四
年
政
令
第
一
号
）
第
五
号
に
規
定
す
る
事
務
の
処
理
に
係
る
シ
ス
テ
ム
（
以
下
「

印
鑑
登
録
シ
ス
テ
ム
」
と
い
う
。
）
に
必
要
と
さ
れ
る
機
能
等
（
法
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
機
能
等
（
法
第
五
条
第
二

項
第
三
号
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
を
除
く
。
）
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
関
す
る
標
準
化
基
準
（
法
第
五
条
第
二

項
第
四
号
に
規
定
す
る
標
準
化
基
準
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

　

（
用
語
の
意
義
） 

第
二
条　

こ
の
省
令
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

　

一　

機
能
要
件
の
標
準　

機
能
等
の
う
ち
地
方
公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ
ム
の
標
準
化
の
た
め
の
統
一
的
な
基
準
を
定
め
る
べ

き
情
報
シ
ス
テ
ム
の
機
能
に
関
し
要
件
を
規
定
し
た
も
の
で
、
第
四
条
に
規
定
す
る
事
項
を
い
う
。 

　

二　

帳
票
要
件
の
標
準　

機
能
等
の
う
ち
電
磁
的
記
録
（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
は
認
識

す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
っ
て
、
電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
を
い

う
。
第
四
条
第
一
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
出
力
す
る
書
面
の
様
式
に
関
し
要
件
を
規
定
し
た
も
の
で
、
第
五
条
に
規
定

す
る
事
項
を
い
う
。 



　

三　

実
装
区
分　

地
方
公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ
ム
に
必
ず
実
装
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
機
能
、
地
方
公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ

ム
に
実
装
す
る
か
否
か
に
つ
い
て
当
該
シ
ス
テ
ム
を
開
発
す
る
事
業
者
が
判
断
す
る
機
能
又
は
地
方
公
共
団
体
情
報
シ
ス

テ
ム
に
実
装
し
て
は
な
ら
な
い
機
能
の
別
を
い
う
。 

　

四　

適
合
基
準
日　

地
方
公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ
ム
が
標
準
化
基
準
に
適
合
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
日
を
い
う
。
こ
の

場
合
に
お
い
て
、
当
該
日
ま
で
に
適
合
す
る
こ
と
を
妨
げ
る
も
の
で
は
な
く
、
ま
た
、
当
該
日
以
降
引
き
続
き
適
合
す
る

こ
と
を
要
す
る
も
の
と
す
る
。 

　

（
印
鑑
登
録
シ
ス
テ
ム
に
必
要
と
さ
れ
る
機
能
等
に
関
す
る
標
準
化
基
準
の
構
成
） 

第
三
条　

印
鑑
登
録
シ
ス
テ
ム
に
必
要
と
さ
れ
る
機
能
等
に
関
す
る
標
準
化
基
準
は
、
次
条
で
定
め
る
機
能
要
件
の
標
準
及
び

第
五
条
で
定
め
る
帳
票
要
件
の
標
準
で
構
成
す
る
。 

　

（
機
能
要
件
の
標
準
） 

第
四
条　

印
鑑
登
録
シ
ス
テ
ム
の
機
能
要
件
の
標
準
は
次
の
と
お
り
と
し
、
そ
の
細
目
並
び
に
実
装
区
分
及
び
適
合
基
準
日
に

つ
い
て
は
総
務
大
臣
が
告
示
で
定
め
る
。 

　

一　

登
録
デ
ー
タ
（
電
磁
的
記
録
に
記
録
さ
れ
た
情
報
で
あ
っ
て
、
印
影
、
登
録
番
号
、
登
録
年
月
日
、
氏
名
、
生
年
月
日



、
性
別
、
住
所
そ
の
他
の
印
鑑
に
関
す
る
証
明
に
関
し
必
要
な
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
、
異
動
履
歴
デ
ー
タ
（
電

磁
的
記
録
に
記
録
さ
れ
た
情
報
で
あ
っ
て
、
登
録
デ
ー
タ
の
登
録
、
抹
消
又
は
修
正
に
関
し
必
要
な
も
の
を
い
う
。
以
下

同
じ
。
）
そ
の
他
の
情
報
の
入
力
、
蓄
積
、
編
集
、
加
工
、
修
正
、
更
新
、
検
索
、
消
去
、
出
力
又
は
こ
れ
ら
に
類
す
る

処
理
に
係
る
機
能
を
備
え
る
こ
と
。 

　

二　

市
町
村
長
（
特
別
区
の
区
長
を
含
む
。
第
四
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
請
求
又
は
申
出
を
拒
む
場
合
に
係
る
機
能
を
備

え
る
こ
と
。 

　

三　

印
鑑
登
録
証
（
印
鑑
の
登
録
を
受
け
て
い
る
旨
を
証
す
る
書
面
を
い
う
。
）
及
び
印
鑑
登
録
者
識
別
カ
ー
ド
（
印
鑑
の

登
録
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
又
は
そ
の
代
理
人
の
申
請
に
基
づ
き
、
印
鑑
の
登
録
を
受
け
て
い
る
者
を
識
別
す
る
た
め
の

磁
気
又
は
集
積
回
路
を
付
し
た
カ
ー
ド
を
も
っ
て
調
製
さ
れ
た
印
鑑
登
録
証
を
い
う
。
）
の
交
付
並
び
に
個
人
番
号
カ
ー

ド
（
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
二

十
七
号
）
第
二
条
第
七
項
に
規
定
す
る
個
人
番
号
カ
ー
ド
を
い
う
。
）
の
印
鑑
登
録
証
又
は
印
鑑
登
録
者
識
別
カ
ー
ド
と

し
て
の
利
用
に
係
る
機
能
を
備
え
る
こ
と
。 

　

四　

印
鑑
登
録
証
明
書
（
印
鑑
の
登
録
を
受
け
て
い
る
者
に
係
る
印
鑑
登
録
原
票
（
登
録
デ
ー
タ
を
記
録
し
た
台
帳
を
い
う



。
）
に
登
録
さ
れ
て
い
る
印
影
の
写
し
に
つ
い
て
市
町
村
長
が
証
明
す
る
も
の
を
い
う
。
）
の
交
付
及
び
交
付
の
一
時
的

な
停
止
に
係
る
機
能
を
備
え
る
こ
と
。 

　

五　

外
部
シ
ス
テ
ム
（
地
方
公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ
ム
の
標
準
化
に
関
す
る
法
律
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
各
地
方
公
共

団
体
情
報
シ
ス
テ
ム
に
共
通
す
る
基
準
の
う
ち
電
磁
的
記
録
に
お
い
て
用
い
ら
れ
る
用
語
及
び
符
号
の
相
互
運
用
性
の
確

保
そ
の
他
の
地
方
公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ
ム
に
係
る
互
換
性
の
確
保
に
関
す
る
標
準
を
定
め
る
命
令
（
令
和
八
年
デ
ジ
タ

ル
庁
・
総
務
省
令
第
八
号
）
第
二
条
第
八
号
に
規
定
す
る
外
部
シ
ス
テ
ム
を
い
う
。
）
と
の
連
携
に
係
る
機
能
を
備
え
る

こ
と
。 

　

六　

登
録
デ
ー
タ
、
異
動
履
歴
デ
ー
タ
そ
の
他
の
情
報
に
つ
い
て
一
括
し
て
処
理
す
る
機
能
を
備
え
る
こ
と
。 

　

七　

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
告
示
で
定
め
る
機
能
を
備
え
る
こ
と
。 

　

（
帳
票
要
件
の
標
準
） 

第
五
条　

印
鑑
登
録
シ
ス
テ
ム
の
帳
票
要
件
の
標
準
は
、
次
に
掲
げ
る
書
面
（
第
十
一
号
に
掲
げ
る
書
面
を
除
く
。
）
に
つ
い

て
別
記
様
式
に
従
い
出
力
す
る
も
の
と
し
、
そ
の
細
目
並
び
に
実
装
区
分
及
び
適
合
基
準
日
に
つ
い
て
は
総
務
大
臣
が
告
示

で
定
め
る
。 



　

一　

印
鑑
登
録
証
明
書
（
性
別
有
り
） 

　

二　

印
鑑
登
録
証
明
書
（
性
別
無
し
） 

　

三　

印
鑑
の
登
録
に
関
す
る
照
会
書 

　

四　

印
鑑
登
録
抹
消
通
知
書 

　

五　

印
鑑
登
録
原
票
確
認
票
（
性
別
有
り
） 

　

六　

印
鑑
登
録
原
票
確
認
票
（
性
別
無
し
） 

　

七　

印
鑑
登
録
原
票
（
除
票
）
確
認
票
（
性
別
有
り
） 

　

八　

印
鑑
登
録
原
票
（
除
票
）
確
認
票
（
性
別
無
し
） 

　

九　

世
帯
内
印
影
票
（
性
別
有
り
） 

　

十　

世
帯
内
印
影
票
（
性
別
無
し
） 

　

十
一　

そ
の
他
告
示
で
定
め
る
書
面 

　

（
印
鑑
登
録
シ
ス
テ
ム
に
実
装
し
て
は
な
ら
な
い
機
能
） 

第
六
条　

印
鑑
登
録
シ
ス
テ
ム
に
は
、
前
二
条
の
規
定
及
び
こ
れ
ら
の
規
定
に
基
づ
く
告
示
に
実
装
し
て
は
な
ら
な
い
機
能
と



し
て
定
め
る
も
の
並
び
に
前
二
条
の
規
定
及
び
こ
れ
ら
の
規
定
に
基
づ
く
告
示
に
定
め
る
も
の
以
外
は
、
実
装
し
て
は
な
ら

な
い
も
の
と
す
る
。 

　
　
　

附　

則 

　

（
施
行
期
日
） 

第
一
条　

こ
の
省
令
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

　

（
機
能
要
件
の
標
準
及
び
帳
票
要
件
の
標
準
に
係
る
経
過
措
置
） 

第
二
条　

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
地
方
公
共
団
体
が
利
用
す
る
印
鑑
登
録
シ
ス
テ
ム
で
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
（
以
下

「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
以
降
第
四
条
に
規
定
す
る
機
能
要
件
の
標
準
又
は
第
五
条
に
規
定
す
る
帳
票
要
件
の
標
準
に
適
合

す
る
こ
と
が
困
難
な
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
認
め
る
地
方
公
共
団
体
の
印
鑑
登
録
シ
ス
テ
ム
に
係
る
機
能
要
件
の
標
準
又

は
帳
票
要
件
の
標
準
の
経
過
措
置
に
つ
い
て
は
、
総
務
大
臣
が
告
示
で
定
め
る
。 

２　

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
印
鑑
登
録
シ
ス
テ
ム
を
利
用
す
る
地
方
公
共
団
体
で
、
施
行
日
以
降
第
六
条
の
規
定
に
よ
り

実
装
し
て
は
な
ら
な
い
機
能
を
有
す
る
印
鑑
登
録
シ
ス
テ
ム
を
利
用
す
る
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
認
め
る
地
方
公
共
団
体

に
つ
い
て
は
、
同
条
の
規
定
は
、
令
和
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。　

 



　

（
要
件
に
適
合
す
る
こ
と
が
困
難
な
シ
ス
テ
ム
に
関
す
る
経
過
措
置
） 

第
三
条　

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
地
方
公
共
団
体
が
利
用
す
る
印
鑑
登
録
シ
ス
テ
ム
で
、
第
四
条
に
規
定
す
る
機
能
要
件

の
標
準
又
は
第
五
条
に
規
定
す
る
帳
票
要
件
の
標
準
に
適
合
す
る
こ
と
が
困
難
な
も
の
と
し
て
総
務
大
臣
が
認
め
る
地
方
公

共
団
体
の
印
鑑
登
録
シ
ス
テ
ム
に
つ
い
て
は
、
こ
の
省
令
の
規
定
は
、
施
行
日
か
ら
起
算
し
て
五
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に

お
い
て
総
務
大
臣
が
定
め
る
日
か
ら
適
用
す
る
。　



様式第一号（第五条第一号関係）

この写しは登録された印影と相違ないことを証明する。

印 鑑 登 録 証 明 書

登録印影 氏名

旧氏

＊＊＊

生年月日 性別

住所



様式第二号（第五条第二号関係）

この写しは登録された印影と相違ないことを証明する。

住所

印 鑑 登 録 証 明 書

登録印影 氏名

旧氏

＊＊＊

生年月日



様式第三号（第五条第三号関係）

第  号
照会番号 XXXXXXXXXX

令和  年  月  日

 令和●●年●●月●●日 あなたの登録申請を受け付けましたが、あなたの意思に基づき申請されたものに
相違なければ、回答書に全て自書し、申請された印鑑を押印して、切り離さずに令和●●年●●月●●日 
までに申請取り扱い窓口へ持参してください。

                        様

   照会のありました印鑑登録申請は、私の意思に基づくことに
相違ありません。

住  所

本人署名

生年月日

代理人に委任するときは、登録する本人が回答書と以下の委任状を記入して持参させてください。

代理人住所

代理人氏名

回答書の提出及び印鑑登録証の受領について、上の者を代理人と定め、
その権限を委任いたします。 本人署名

備考：

（お問合せ先）
＜ 担当課名 ＞
＜ 住  所 ＞
＜ 電  話 ＞

委 任 状 令和  年  月  日

印鑑の登録に関する照会書

回 答 書 令和  年  月  日

申請した印鑑



様式第四号（第五条第四号関係）

第  号

令和  年  月  日

１．印鑑登録番号

２．登録者氏名

３．抹消年月日

４．抹消事由

（お問合せ先）
＜ 担当課名 ＞
＜ 住  所 ＞
＜ 電  話 ＞

 なお、この処分に不服がある場合は、行政不服審査法（平成26年法律第68号）の規定により、こ

印 鑑 登 録 抹 消 通 知 書

あなたの印鑑の登録を下記のとおり抹消しましたのでお知らせします。

記

 あなたの印鑑登録は上記理由により抹消されました。引き続き、印鑑登録が必要な場合には、改
めて印鑑登録の申請を行ってください。

判所に処分の取消しの訴えを提起することができます（なお、処分があったことを知った日から６か
月以内であっても、処分の日から１年を経過した場合には処分の取消しの訴えを提起することがで
きなくなります。）。

の処分があったことを知った日の翌日から起算して３か月以内に、当自治体に対して審査請求を
することができます（なお、処分があったことを知った日の翌日から起算して３か月以内であって
も、処分があった日の翌日から起算して１年を経過した場合には審査請求をすることができなくなり
ます。）。
 また、この処分の取消しを求める訴訟を提起する場合は、行政事件訴訟法（昭和37年法律第139
号）の規定により、この処分があったことを知った日から６か月以内に、当自治体を被告として、裁



様式第五号（第五条第五号関係）

印鑑登録状態 抹消年月日

抹消事由

登録印影 氏名

印 鑑 登 録 原 票 確 認 票

印鑑登録番号 登録年月日

旧氏

＊＊＊

生年月日 性別

住所



様式第六号（第五条第六号関係）

印鑑登録状態 抹消年月日

抹消事由

登録印影 氏名

印 鑑 登 録 原 票 確 認 票

印鑑登録番号 登録年月日

旧氏

＊＊＊

生年月日

住所



様式第七号（第五条第七号関係）

印鑑登録状態 抹消年月日

抹消事由

登録印影 氏名

印 鑑 登 録 原 票 （除 票） 確 認 票

印鑑登録番号 登録年月日

旧氏

＊＊＊

生年月日 性別

住所



様式第八号（第五条第八号関係）

印鑑登録状態 抹消年月日

抹消事由

登録印影 氏名

印 鑑 登 録 原 票 （除 票） 確 認 票

印鑑登録番号 登録年月日

旧氏

＊＊＊

生年月日

住所



様式第九号（第五条第九号関係）

 枚中 枚目

1

登録印影 印鑑登録番号 登録年月日

世 帯 内 印 影 票

住所 世帯番号

氏名

旧氏

＊＊＊

生年月日

2

登録印影 印鑑登録番号 登録年月日

氏名

生年月日

旧氏

＊＊＊

性別

性別

登録年月日

＊＊＊

生年月日 性別

氏名

旧氏

4

登録印影 印鑑登録番号

3

登録印影 印鑑登録番号

登録年月日

＊＊＊

生年月日 性別

氏名

旧氏



様式第十号（第五条第十号関係）

 枚中 枚目

1

登録印影 印鑑登録番号 登録年月日

世 帯 内 印 影 票

住所 世帯番号

氏名

旧氏

＊＊＊

生年月日

2

登録印影 印鑑登録番号 登録年月日

＊＊＊

生年月日

氏名

旧氏

3

登録印影 印鑑登録番号 登録年月日

氏名

旧氏

＊＊＊

生年月日

4

登録印影 印鑑登録番号 登録年月日

＊＊＊

生年月日

氏名

旧氏




